
宗
祖
五
十
九
歳
の
春
も
、
よ
う
や
く
甜
と
な
っ
て
来
た
三
月
三
日
に
、
門
下
の
日
住
か
ら
一
通
の
書
状
が
、
西
谷
へ
届
い
た
。
そ
れ
に

は
祖
父
妙
厳
の
追
善
回
向
を
し
て
戴
き
た
い
旨
が
委
細
に
記
さ
れ
て
あ
っ
た
。
宗
祖
は
心
よ
く
こ
れ
を
承
諾
さ
れ
、
「
経
文
に
是
人
於
仏

ノ

ブ

道
決
定
無
有
疑
。
此
文
を
ひ
ま
な
く
御
唱
あ
る
べ
く
候
。
日
月
は
地
と
な
り
、
地
は
天
と
な
る
と
も
、
此
経
の
行
者
三
悪
道
に
落
る
事
あ

（
田
＆
）
、

る
べ
か
ら
ず
。
」
と
返
書
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
書
は
『
日
住
禅
門
御
返
事
』
と
称
さ
れ
、
本
満
寺
本
の
写
本
が
伝
っ
て
い
る
が
、
奥
書

（
２
）

に
よ
る
と
「
私
云
、
御
正
本
品
河
本
光
寺
在
之
云
云
」
と
あ
る
の
で
、
真
蹟
が
存
在
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
日
住
が
い
か
な
る
人
物
で

あ
っ
た
か
、
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
禅
門
」
と
あ
る
の
で
「
宿
屋
禅
門
」
と
同
様
に
、
在
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
剃
髪
し
て
宗
祖

の
門
に
入
り
、
仏
道
を
修
行
し
た
者
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。
禅
定
の
門
に
入
っ
て
修
行
す
る
者
の
意
で
あ
り
、
必
ず
し
も
禅
宗

§
）

の
門
徒
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。

八
日
に
は
故
上
野
殿
の
忌
日
に
際
し
、
子
息
か
ら
僧
膳
料
と
し
て
米
亨
俵
が
送
ら
れ
て
来
た
。
宗
祖
は
早
速
に
そ
の
御
返
事
を
記
し
で

身
延
山
晩
年
に
お
け
る
日
蓮
聖
人

一
、
弘
安
三
年
の
春

ｌ
弘
安
三
年
三
月
か
ら
八
月
ま
で
Ｉ

上
田
昌
本

(I6)



（
▲
壷
）

い
る
。
本
満
寺
本
の
写
本
が
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
食
湿
事
情
の
厳
し
い
当
時
に
あ
っ
て
、
米
一
俵
の
ご
供
養
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
あ
つ

（
５
〉

た
に
ち
が
い
な
い
。
「
御
仏
に
供
し
ま
い
ら
せ
て
、
自
我
偶
一
巻
よ
ゑ
ま
い
ら
せ
候
く
し
。
」
と
あ
り
、
従
来
の
「
法
華
経
・
釈
迦
仏
」

（
侭
ｕ
）

の
御
宝
前
と
い
う
表
現
よ
り
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
親
の
追
善
供
養
を
す
る
こ
と
の
大
事
を
説
き
、
阿
閣
世
王
や
波
瑠
璃
王
の
故
事

を
示
し
、
外
典
の
孝
養
は
現
世
に
限
っ
て
後
生
を
た
す
け
ず
、
更
に
仏
道
に
お
い
て
も
四
十
余
年
間
の
教
え
は
、
わ
ず
か
に
六
道
を
離
れ

し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
真
の
孝
養
と
は
い
え
な
い
。
し
か
る
に
法
華
経
に
来
り
、
孝
養
第
一
の
教
え
が
説
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

へ
写
Ⅱ
）

多
宝
仏
を
始
め
十
方
の
諸
仏
が
集
っ
て
「
一
切
諸
仏
の
中
に
は
孝
養
第
一
の
仏
也
」
と
定
め
ら
れ
た
と
し
、
そ
の
法
華
経
を
信
ず
る
貴
辺

は
「
日
本
国
第
一
の
孝
養
の
人
な
り
」
と
称
し
て
い
る
。

ハ
テ
シ

ニ
其
テ
ス
ル
コ
ト
ヲ

四
月
に
入
っ
て
十
日
に
は
、
富
城
入
道
か
ら
鴬
目
一
結
が
送
ら
れ
て
来
た
。
「
御
志
者
挙
申
二
法
華
経
一
候
了
。
定
十
羅
刹
守
一
誰
御
身
一

キ
上
（
。
。
）

無
し
疑
歎
。
」
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
法
華
経
に
申
し
上
げ
て
い
る
。
前
書
は
親
の
追
善
の
た
め
で
あ
る
の
で
「
御
仏
に
供
し
」
と
記
し
、

本
書
の
よ
う
に
通
常
の
布
施
に
つ
い
て
は
、
「
法
華
経
に
申
し
」
十
羅
刹
の
守
護
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
例
と
み
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
又
「
十
羅
刹
の
守
護
」
と
あ
る
点
か
ら
、
恐
ら
く
十
羅
刹
を
守
護
神
と
し
て
、
勧
請
し
て
い
た
か
、
若
し
く
は
、
塁
茶
羅
が
掲

げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
来
る
。
真
蹟
は
二
紙
完
で
中
山
に
所
蔵
さ
れ
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
二
紙

シ
へ
上

目
に
は
「
さ
て
尼
御
前
乃
御
事
を
ぽ
つ
か
な
く
候
由
、
申
伝
さ
せ
給
候
へ
。
」
と
あ
る
。
本
書
は
『
日
祐
目
録
』
に
よ
る
と
、
「
尼
公
所

労
御
歎
由
事
」
と
題
さ
れ
て
い
る
如
く
、
富
木
氏
の
夫
人
が
病
床
に
あ
る
こ
と
を
心
配
し
て
、
慰
め
ら
れ
た
こ
と
を
付
け
加
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
尚
、
本
書
に
つ
い
て
は
、
立
正
安
国
会
編
の
『
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
対
照
録
』
に
よ
る
と
、
系
年
を
弘
安
四
年
の
四
月
十
日

。
）

と
す
る
説
を
立
て
い
る
。

さ
て
、
宗
祖
は
こ
の
三
月
と
四
月
の
二
か
月
間
で
十
四
幅
の
曼
茶
羅
本
尊
を
、
門
下
に
授
与
さ
れ
て
い
る
。
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』

（〃）



に
よ
っ
て
見
る
と
、
先
づ
三
月
の
図
顕
を
見
る
に
、
玉
沢
の
妙
法
華
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
曼
茶
羅
で
、
授
与
者
は
不
明
で
あ
る
。
右

下
部
の
授
与
書
の
「
日
」
の
字
の
下
を
剪
除
し
て
あ
る
た
め
、
「
日
口
授
与
之
」
と
あ
り
、
誰
に
授
与
さ
れ
た
か
詳
か
で
な
い
が
、
『
玉

ノ

ス
（
ｍ
）

沢
手
鑑
草
稿
』
に
よ
る
と
「
此
本
尊
ハ
日
伝
上
人
上
京
折
、
勝
劣
一
切
二
依
テ
妙
顕
寺
ヨ
リ
附
与
也
、
此
時
日
号
ヲ
切
テ
渡
歎
。
」
と
あ

っ
て
、
剪
除
の
い
き
さ
つ
を
推
論
し
て
い
る
。
特
徴
と
し
て
は
「
菩
薩
」
の
文
字
が
、
「
芋
」
の
書
体
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
次
は

湖
西
市
鷲
津
の
本
興
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
沙
弥
妙
識
に
与
え
ら
れ
た
御
本
尊
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
曼
茶
羅
に
な
る
と
、
不
動

・
愛
染
の
二
梵
字
が
大
き
く
、
縦
に
ほ
ぼ
全
紙
の
長
さ
で
、
雄
大
に
書
写
さ
れ
て
い
る
反
面
、
四
大
天
王
は
見
え
な
い
。
次
ぎ
は
千
葉
市

の
随
喜
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
御
本
尊
で
、
授
与
者
は
日
安
女
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
三
月
の
図
顕
で
、
現
在
鎌
倉
妙
本
寺
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
「
臨
滅
度
時
御
本
尊
」
が
あ
り
、
別
に
「
蛇
形
御
本
尊
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
祖
が
池
上
で
の
ご
入
滅
時
に
、
床

ノ

ノ
ワ
テ

ノ
卜

頭
へ
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
『
別
頭
統
紀
』
に
よ
れ
ば
、
「
大
曼
茶
羅
蓮
字
長
画
写
二
竜
蛇
勢
一
人
呼
為
二
蛇
形
曼
茶
羅
一
後
高
祖
入

テ
ニ
ス
ニ

ノ

ト
ス

勾
一
（
詞
皿
）

浬
藥
之
時
向
し
是
而
坐
故
又
云
二
臨
滅
度
時
大
曼
茶
羅
一
今
存
二
比
企
蔵
中
一
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
か
に
も
「
蓮
」
の
字
の
主
（
シ
ン
’
一

ヨ
ウ
）
が
、
蛇
形
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
丈
一
六
一
・
五
糎
、
幅
一
○
二
・
七
糎
と
大
幅
で

あ
る
。
次
に
三
月
図
顕
の
曼
茶
羅
が
も
う
一
幅
あ
る
。
こ
れ
は
『
御
本
尊
集
目
録
』
に
よ
る
と
、
「
右
下
隅
に
授
与
書
の
存
し
た
の
を
、

（
肥
）

蔵
落
し
た
形
跡
が
あ
る
。
」
と
あ
る
通
り
で
、
授
与
者
名
は
不
明
で
あ
る
。

卯
月
に
入
る
と
十
日
付
で
「
尼
日
実
授
与
之
」
の
曼
茶
羅
が
あ
る
。
鎌
倉
妙
本
寺
の
所
蔵
で
あ
り
、
珍
ら
し
く
「
十
日
」
と
い
う
日
付

が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
い
が
い
は
「
卯
月
日
」
と
あ
る
よ
う
に
、
月
は
明
示
さ
れ
て
い
て
も
、
日
付
は
不
明
な
も
の
が
多
い
の
が
通
例
で

あ
る
。
次
は
京
都
妙
覚
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
曼
茶
羅
で
、
こ
れ
も
授
与
者
名
を
記
さ
れ
た
部
分
が
削
損
さ
れ
た
形
跡
が
あ
り
、
だ
れ
に

与
へ
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
大
村
市
本
経
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
卯
月
図
顕
の
曼
茶
羅
も
、
授
与
者
の
と
こ
ろ
が
「
俗
□
□
□
」
と

(18)



（
聰
）

な
っ
て
い
て
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
表
具
の
際
に
戯
落
し
た
も
の
と
ゑ
な
さ
れ
て
い
る
。
近
江
八
幡
市
妙
感
寺
の
曼
茶
羅
も
卯
月
の
染
筆

で
あ
り
、
「
卯
月
日
」
と
あ
る
日
付
の
す
ぐ
下
に
「
日
妙
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
日
妙
に
授
与
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
の
本

経
寺
の
御
筆
と
比
較
す
る
と
、
や
や
四
天
王
と
梵
字
が
細
く
な
っ
て
お
り
花
押
も
細
目
に
な
っ
て
い
る
。
次
に
身
延
山
久
遠
寺
蔵
の
一
幅

が
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
本
阿
弥
家
に
伝
来
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
十
年
に
加
治
さ
き
子
氏
の
篤
志
に
よ
っ
て
、
身
延
山
へ
奉

（
Ｍ
》

納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
御
本
尊
も
右
下
に
授
与
者
名
が
あ
っ
た
の
を
削
損
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
。
書
体
も
全
体

的
に
調
っ
て
い
て
、
典
形
的
な
も
の
と
い
え
る
が
、
諸
尊
の
中
に
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の
（
例
え
ば
文
珠
普
賢
・
阿
修
羅
・
阿
閣
世
王

等
其
の
他
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
京
都
本
法
寺
蔵
の
御
本
尊
は
、
十
界
勧
請
の
形
を
と
り
諸
尊
が
備
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
右
下
に
「
優

婆
塞
藤
原
広
宗
授
与
之
」
と
明
記
さ
れ
て
、
授
与
者
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
大
広
目
天
王
の
左
内
側
に
記
さ
れ
て
い
る
た

め
、
表
装
の
際
の
削
落
等
か
ら
ま
ぬ
が
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
は
京
都
妙
顕
寺
蔵
の
も
の
で
、
同
じ
く
卯
月
の
染
筆
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
左
下
の
大
増
長
天
王
に
添
っ
て
「
尼
日
厳
授
与
之
」
と
あ
る
。
こ
の
尼
日
厳
に
つ
い
て
は
、
『
仏
祖
統
紀
』
に
よ
れ
ば
、

（
巧
）

駿
州
富
士
郡
の
高
橋
入
道
の
妻
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
先
き
に
建
治
二
年
二
月
の
項
で
挙
げ
た
尼
崎
本
興
寺
蔵
の
曼
茶
羅
に
は
日
興
の

添
書
で
、
「
高
橋
六
郎
兵
衛
入
道
後
家
持
妙
尼
」
と
あ
る
か
ら
、
た
だ
ち
に
『
統
紀
』
の
説
に
し
た
が
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
次
は
「
卯

月
十
三
日
」
と
日
付
の
明
記
さ
れ
た
曼
茶
羅
が
京
都
の
本
圀
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
左
下
日
付
の
脇
内
側
に
は
「
盲
目
乗
蓮
授
与
之
」

（
躯
）

と
あ
る
。
乗
蓮
に
つ
い
て
は
黙
阿
良
忠
の
弟
子
行
敏
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
叉
染
筆
の
日
付
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
一
幅
が
同
じ
く
本
圀
寺
に
あ
る
。
こ
れ
は
図
顕
の
様
式
が
一
変
し
て
お
り
、
首
題
の
左
右
に
「
今
此
三
界
皆
是
我
有
云
云
」

と
経
文
が
書
か
れ
、
右
下
部
に
「
日
蓮
花
押
」
が
大
き
く
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
通
称
「
今
此
三
界
御
本
尊
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
三
・
四
月
の
二
か
月
間
で
十
四
幅
も
の
曼
茶
羅
が
図
顕
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
西
谷
へ
檀
信
徒
や
弟
子

(I9)



字
御
消
息
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）

駿
河
の
妙
心
尼
か
ら
、
「
す
ず
（
種
ｓ
の
も
の
」
が
送
ら
れ
て
来
た
礼
状
が
、
五
月
四
日
付
で
記
さ
れ
て
い
る
。
折
り
し
も
農
繁
期

で
人
手
の
大
切
な
時
に
、
ご
供
養
の
品
々
を
届
け
て
く
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
故
入
道
殿
の
後
世
を
と
ぶ
ら
う
為
の
も
の
で
あ
る
が
、
さ

ぞ
悦
し
く
思
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
、
妙
心
尼
の
供
養
を
ね
ぎ
ら
う
と
同
時
に
亡
き
入
道
の
心
も
推
し
は
か
っ
て
い
る
。
真
蹟

は
伝
っ
て
い
な
い
が
日
興
の
写
本
が
富
士
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
妙
心
尼
は
前
に
も
出
て
来
て
い
る
が
、
夫
入
道
の
病
気
中
か
ら
宗

祖
に
帰
依
し
、
入
道
の
亡
き
後
も
熱
心
に
信
仰
を
進
め
、
西
谷
へ
も
ご
供
養
を
重
ね
て
い
る
。
蘇
武
や
安
部
中
磨
呂
の
故
事
を
引
き
、
更

に
「
妙
」
の
一
宇
に
つ
い
て
「
三
十
二
相
八
十
種
好
円
備
せ
さ
せ
給
ふ
釈
迦
如
来
」
で
あ
る
と
し
、
妙
の
説
明
を
し
て
い
る
。
即
ち
、
妙

は
「
仏
に
て
お
は
し
候
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
妙
法
」
と
い
え
ば
「
仏
と
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
、
如
意
宝
珠
の
如

く
、
一
切
の
功
徳
を
合
せ
て
「
妙
」
の
文
字
と
し
た
の
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
と
法
の
一
切
の
功
徳

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
「
は
わ
き
殿
申
さ
せ
給
へ
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
妙
心

尼
と
伯
耆
殿
（
日
興
）
と
の
信
仰
上
に
お
け
る
つ
な
が
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
尚
、
こ
の
御
書
は
『
録
内
御
書
』
の
中
で
は
、
「
妙

達
の
出
入
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
特
に
四
月
は
八
幅
の
多
き
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
い
か
に
四
月
の
西
谷
が
盛
況
で
あ
っ

た
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
宗
祖
は
数
多
く
の
曼
茶
羅
を
図
顕
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
は
一
二
三
幅
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
中

弘
安
三
年
中
に
は
三
十
幅
が
あ
り
、
全
体
の
四
分
の
一
に
当
る
曼
茶
羅
が
、
こ
の
年
に
染
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
の

十
四
幅
が
三
・
四
の
二
か
月
中
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
弘
安
三
年
の
五
月

（20）



同
じ
く
五
月
の
十
八
日
に
は
、
妙
一
尼
に
宛
た
書
簡
が
一
通
あ
る
。
妙
一
尼
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
が
、
「
妙
一
女
」
と

も
「
妙
一
比
丘
尼
」
「
さ
じ
き
尼
」
等
と
も
称
さ
れ
て
お
り
、
日
昭
と
の
関
連
、
或
い
は
日
妙
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い

通
）

る
。
妙
一
尼
の
夫
は
宗
祖
が
佐
渡
在
島
中
に
、
殉
教
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
御
書
で
は
、
「
夫
、
信
心
と
申
す
は
別
に
は
こ
れ
な
く

候
・
妻
の
を
と
こ
を
お
し
む
が
如
く
、
を
と
こ
の
妻
に
命
を
す
つ
る
が
如
く
、
親
の
子
を
す
て
ざ
る
が
如
く
、
子
の
母
に
は
な
れ
ざ
る
が

如
く
に
、
法
華
経
・
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
菩
薩
・
諸
天
善
神
等
に
信
を
入
れ
奉
り
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
た
て
ま
つ
る
を

（
胸
）

信
心
と
は
申
し
候
也
。
」
と
信
心
に
つ
い
て
の
解
説
を
わ
か
り
易
く
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
信
の
対
象
に
つ
い
て
、
「
法
華
経
・
釈
迦
・

多
宝
・
十
方
の
諸
仏
菩
薩
・
諸
天
善
神
等
」
と
な
っ
て
い
る
。

二
十
六
日
に
は
富
木
殿
御
返
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
は
『
諸
経
与
法
華
経
難
易
事
』
と
い
わ
れ
、
真
蹟
は
十
紙
完
で
中
山
に
所

蔵
さ
れ
て
い
る
。
法
師
品
の
「
難
信
難
解
」
に
つ
い
て
の
解
説
が
な
さ
れ
、
随
他
意
の
教
え
は
易
信
易
解
で
あ
る
が
、
随
自
意
の
教
え
は

ノ
ヒ
ノ

難
信
難
解
で
あ
る
と
し
、
法
華
経
は
随
自
意
の
教
え
で
あ
る
か
ら
難
信
難
解
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
又
諸
経
は
「
醤
へ
ば
水
随
一
器
方

二
ノ
テ
・
一
ス
カ
ヲ
（
釦
）
ナ
ル
ハ
テ

円
一
象
随
レ
敵
出
レ
カ
ご
と
し
」
で
あ
る
が
、
法
華
経
は
八
部
四
衆
皆
一
同
に
演
説
し
て
い
る
旨
を
明
か
ら
に
し
、
最
後
に
「
幸
我
一
門
随
二

二
ニ
ス

ニ
キ
ハ
ノ
シ
テ
ヲ
マ
ン
二

仏
意
一
自
然
流
二
入
薩
般
若
海
一
苦
世
間
学
者
信
一
随
他
意
一
沈
一
苦
海
こ
と
結
論
を
下
し
て
い
る
。
恐
ら
く
富
木
氏
が
法
華
経
の
難
信
難
解

な
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
に
思
う
点
を
質
問
し
て
来
た
こ
と
に
対
す
る
御
返
事
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
祖
は

常
に
こ
う
し
て
西
谷
に
在
り
な
が
ら
も
各
地
に
在
る
檀
越
信
徒
か
ら
の
疑
問
に
答
え
つ
つ
、
更
に
教
化
を
機
会
あ
る
毎
に
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

三
日
後
の
二
十
九
日
に
は
、
新
田
四
郎
竝
に
女
房
御
方
へ
の
御
返
事
一
紙
十
一
行
が
記
さ
れ
て
い
る
。
真
蹟
は
富
士
大
石
寺
に
在
る
が
、

ノ
キ
嚇
・
（
瓢
）
ノ
ス
セ
ン
（
錘
）

「
使
御
志
無
し
限
者
歎
○
」
と
い
う
言
葉
で
始
り
、
「
檀
那
一
願
必
成
就
歎
。
」
と
い
う
語
で
終
っ
て
い
る
。
新
田
氏
が
或
る
一
願
を
成

（”）



ハ
ノ
ハ
ノ

就
す
る
よ
う
申
し
出
て
来
た
こ
と
へ
の
御
返
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
経
法
華
経
顕
密
第
一
大
法
也
。
仏
釈
迦
仏
諸
仏
第
一
上
仏
也
。

ハ
タ
リ
ノ
ー
ニ
セ
リ

行
者
相
二
似
法
華
経
行
者
一
、
三
事
既
相
応
。
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
三
事
」
と
は
八
法
華
経
・
釈
迦
仏
・
行
者
Ｖ
の
三
を
指
し
て
い
る
も

の
で
、
こ
の
三
事
が
す
で
に
「
相
応
」
し
て
い
る
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
仏
・
法
・
僧
の
三
事
相
応
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
本
仏
・
本
法
・
本
僧
の
三
事
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
相
似
た
り
」
と
云
う
表
現
を
し
て
い
る
が
、
「
相
応
せ
り
」
と
い
う
語

か
ら
考
え
れ
ば
、
「
法
華
経
の
行
者
」
即
「
仏
使
」
た
る
こ
と
を
も
っ
て
、
「
本
仏
・
本
法
と
相
応
」
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の

さ
て
、
六
月
に
入
る
と
二
十
七
日
に
、
あ
わ
（
粟
）
の
わ
さ
ご
（
早
稲
）
を
窪
尼
が
届
け
て
来
た
こ
と
に
対
し
、
御
礼
状
が
記
さ
れ
て

い
る
。
窪
尼
に
つ
い
て
は
前
に
も
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
が
、
持
妙
尼
（
戒
号
）
と
も
呼
ば
れ
富
士
郡
に
在
住
し
て
い
た
。
こ
の
書
は
日
興

の
写
本
が
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
仏
弟
子
の
阿
那
律
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
前
世
に
稗
の
飯
を
鮮
支
仏
に
供
養
し
た
功
徳
に
よ

り
、
法
華
の
会
座
で
は
普
明
如
来
と
な
ら
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、
い
ま
の
比
丘
尼
（
窪
尼
）
は
粟
の
早
稲
を
「
山
中
に
を
く
り
て
法
華
経
に

プ

（
幻
）

く
よ
う
し
ま
い
ら
せ
給
ｏ
い
か
で
か
仏
に
な
ら
せ
給
は
ざ
る
べ
き
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
鮮
支
仏
を
供
養
し
た
者
さ
え
も
、
法
華
経
に
お

い
て
成
仏
し
て
い
る
、
ま
し
て
法
華
経
に
供
養
を
ま
い
ら
せ
た
者
は
「
い
か
で
か
仏
に
な
ら
せ
給
は
ざ
る
べ
き
」
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
、

い
か
に
法
華
経
を
重
要
視
し
て
い
た
か
が
知
れ
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
頃
宗
祖
は
次
の
通
り
五
幅
の
曼
茶
羅
を
図
顕
さ
れ
て
い
る
。
五
月
に
二
幅
、
六
月
に
三
幅
で
、
五
月
の
二
幅
は
共
に
八
日

の
図
顕
で
あ
り
、
一
幅
は
沙
門
日
華
に
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
京
都
本
能
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
右
下
の
大
広
目
天
王
の
脇
に

と
い
え
よ
う
。

三
、
弘
安
三
年
の
六
月

（22）



蝉
の
声
も
や
か
ま
し
く
、
暑
さ
の
増
し
て
来
た
七
月
の
二
日
に
は
、
大
田
殿
女
房
か
ら
「
八
月
分
の
咋
燕
一
石
」
が
送
ら
れ
て
来
た
。

そ
の
御
礼
状
が
中
山
に
保
存
さ
れ
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
二
十
一
紙
に
わ
た
っ
て
「
即
身
成
仏
」
に
関
す
る
法
門
の
解
説

を
行
っ
て
い
る
の
で
、
中
山
の
日
祐
の
目
録
に
よ
れ
ば
『
即
身
成
仏
事
』
と
称
さ
れ
て
い
る
。
諸
大
乗
経
・
大
日
経
等
で
即
身
成
仏
と
い

う
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
「
朧
あ
へ
て
即
身
成
仏
の
法
門
に
は
あ
ら
塑
と
諸
経
の
即
身
成
仏
を
否
定
し
、
法
華
経
の
三
乗
作
仏
」

に
よ
せ
て
、
「
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
・
地
涌
・
竜
樹
菩
薩
・
天
台
・
妙
楽
・
伝
教
大
師
は
、
即
身
成
仏
は
法
華
経
に
限
る
と
を
ぽ

し
め
さ
れ
て
候
ぞ
。
我
弟
子
等
は
此
事
を
を
も
ひ
出
に
せ
さ
せ
給
へ
。
」
と
真
の
即
身
成
仏
は
二
乗
成
仏
と
久
遠
実
成
を
説
い
た
法
華
に

限
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
即
身
成
仏
」
を
明
解
に
打
ち
出
さ
れ
た
御
雷
と
し
て
、
特
に
重
要
な
一
書
と
い
え
る
。
霊
山
浄
土

へ
の
往
詣
を
主
と
し
て
教
示
さ
れ
る
傾
向
の
中
に
あ
っ
て
、
本
書
は
即
身
成
仏
を
専
ら
解
説
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
大
本
門
寺
重
宝
也
」
と
あ
り
、
更
に
左
下
の
大
増
長
天
王
の
脇
に
「
甲
斐
国
蓮
華
寺
住
僧
寂
日
房
者
依
為
日
興
第
一
弟
子
所
申
与
之

●

如
件
」
と
日
興
の
添
書
が
見
ら
れ
る
。
も
う
一
幅
は
沼
津
の
妙
海
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
授
与
者
不
明
で
あ
る
。

六
月
の
一
幅
は
「
俗
日
円
授
与
之
」
と
あ
り
、
小
浜
長
源
寺
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
二
幅
目
は
「
俗
藤
原
国
貞
法
名
日
十
授
与
之
」
と
あ

っ
て
、
京
都
本
法
寺
に
在
る
。
も
う
一
幅
は
「
俗
日
肝
授
与
之
」
と
あ
り
、
愛
知
県
の
実
成
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
六
月
の
三
幅

は
共
に
梵
字
が
大
き
く
紙
の
長
さ
一
杯
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
宗
祖
は
毎
月
数
名
の
信
徒
ら
に
塁
茶
羅
の
授
与
が
な
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
っ
た
。
西
谷
を
訪
れ
る
信
徒
の
数
は
恐
ら
く
こ
れ
以
上
に
あ
り
、
「
曼
茶
羅
授
与
」
を
さ
れ
な
い
信
徒
の
数
を
も
含
め
る
と
、
雪

の
消
え
た
頃
か
ら
秋
の
終
り
頃
へ
か
け
て
、
草
庵
の
出
入
り
は
相
当
の
数
に
上
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
弘
安
三
年
の
七
月

（23）



大
田
殿
の
女
房
が
即
身
成
仏
に
関
す
る
質
問
を
し
て
来
た
こ
と
に
対
す
る
解
答
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
富
木
・
大
田
・
曽
谷
と
い
っ
た

開
宗
後
間
も
な
く
入
信
し
た
古
く
か
ら
の
信
徒
に
対
す
る
教
示
と
、
比
較
的
新
し
く
入
信
し
て
来
た
信
徒
へ
の
教
示
と
で
は
、
教
化
方
法

の
上
に
頓
漸
・
緩
急
の
跡
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
尚
、
本
書
は
一
説
に
は
建
治
元
年
の
述
作
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る

（
溺
）

が
、
こ
こ
で
は
『
昭
和
定
本
遺
文
』
に
従
っ
て
弘
安
三
年
説
を
採
っ
た
。

同
じ
く
七
月
二
日
に
は
、
千
日
尼
か
ら
も
鴬
目
一
貫
五
百
文
・
海
苔
・
若
布
・
干
飯
等
の
品
々
が
送
ら
れ
て
来
た
。
「
法
華
経
の
御
宝

（
坊
）
ニ
ク
ラ
ハ
ク
ヲ
シ

前
に
申
上
け
て
候
」
と
法
華
経
の
御
宝
前
に
供
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
に
続
い
て
「
法
華
経
云
若
有
二
聞
レ
法
者
一
無
下

ト
シ
テ
ル
コ
ト
七

一
不
中
成
仏
上
云
云
ｏ
文
字
は
十
字
に
て
候
へ
ど
も
法
華
経
を
一
句
よ
み
ま
い
ら
せ
候
へ
ば
、
釈
迦
如
来
の
一
代
聖
教
を
の
こ
り
な
く
読

む
に
て
候
な
る
ぞ
」
と
あ
る
。
釈
迦
如
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
一
代
聖
教
の
中
で
、
最
も
中
心
と
な
る
の
が
法
華
経
で
あ
る
。
こ
の
法
華

『
〈
経
の
一
句
を
読
め
ば
他
の
聖
教
を
残
す
と
こ
ろ
な
く
読
ん
だ
の
と
同
じ
功
徳
を
え
ら
れ
、
一
人
と
し
て
成
仏
し
な
い
者
は
な
い
と
云
う

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
大
田
殿
女
房
に
与
え
ら
れ
た
前
書
に
も
あ
る
通
り
、
二
乗
成
仏
・
久
遠
実
成
の
法
門
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、

「
即
身
成
仏
は
法
華
経
に
限
る
べ
し
」
と
い
う
教
え
と
帰
す
る
と
こ
ろ
は
同
一
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
宗
祖
は
、
し
ば
し
ば
「
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
い
う
表
現
を
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
仙
法
華
経
は
釈
迦
如
来

に
よ
っ
て
説
か
れ
た
経
典
の
中
で
、
最
も
中
心
骨
髄
に
な
る
経
典
で
あ
る
。
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
側
そ
の
法
華
経
の
中
に
は
久
遠
実
成

の
本
仏
釈
尊
が
説
き
顕
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
事
実
に
即
し
て
、
「
久
遠
実
成
」
が
顕
説
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
二
乗
成
仏
も
一
念
三
千

（
”
）

の
法
門
も
「
ま
こ
と
の
法
門
」
と
し
て
活
か
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
「
久
遠
実
成
の
本
仏
を
説
き
顕
し
た
法
華
経
」

の
「
ご
宝
前
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
宗
祖
が
使
わ
れ
た
「
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
は
①
久
遠
実
成
の
本
仏
釈
尊

（
錫
）

が
顕
説
さ
れ
た
法
華
経
。
②
二
乗
成
仏
の
説
か
れ
た
法
華
経
。
③
事
の
一
念
三
千
の
説
か
れ
た
法
華
経
。
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
法
華
経
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で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
「
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
は
、
「
久
遠
本
仏
開
顕
の
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
本
仏
・
法
華

経
の
御
宝
前
」
と
同
じ
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
華
経
が
妓
位
第
一
の
経
典
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
二

乗
作
仏
・
久
遠
実
成
の
二
大
法
門
を
説
き
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
『
開
目
抄
』
の
説
か
ら
考
え
て
も
首
肯
で
き
よ
う
。
例
え
ば

（
濁
）

『
種
種
物
御
消
息
』
に
は
「
す
望
の
物
給
て
法
華
経
の
御
飢
を
も
つ
ぎ
、
釈
迦
仏
の
御
い
の
ち
を
も
た
す
け
ま
い
ら
せ
給
ひ
ぬ
」
と
あ
り

（
鋤
）

『
芋
一
駄
御
書
』
に
は
「
法
華
経
に
申
し
あ
げ
候
ぬ
れ
ば
、
御
心
ざ
し
は
さ
だ
め
て
釈
迦
仏
し
る
し
ぬ
ら
ん
。
」
と
あ
っ
て
、
髪
で
は
法

華
経
を
資
け
る
者
は
釈
迦
仏
を
資
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
法
華
経
に
帰
依
す
る
者
は
同
時
に
釈
迦
仏
に
帰
依
す
る
こ
と
と
同
一
で

あ
る
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
ｏ
又
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
に
は
、
「
法
華
経
の
御
宝
前
に
申
し
上
て
候
・
定
め
て
遠
く
は
教
主
釈

（
瓠
）

尊
竝
に
多
宝
十
方
の
諸
仏
、
近
く
は
日
月
の
宮
殿
に
わ
た
ら
せ
給
ふ
も
、
御
照
覧
候
ぬ
ら
ん
。
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
法
華
経
も
ま
さ

し
く
、
諸
経
の
枢
要
と
し
て
、
教
主
釈
尊
を
始
め
、
多
宝
十
方
の
諸
仏
か
ら
日
月
等
の
守
護
神
に
至
る
ま
で
、
総
て
の
諸
仏
諸
神
が
来
集

さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
法
華
本
門
霊
山
会
上
の
説
相
」
を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
宗
祖
が
檀
信
徒
か
ら
の
ご

供
養
に
対
し
て
記
さ
れ
た
御
礼
状
の
中
に
し
ば
し
ば
書
か
れ
て
い
る
「
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
云
う
場
合
の
法
華
経
は
、
単
な
る
経
典
の

一
つ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
久
遠
実
成
の
本
仏
釈
尊
を
始
め
と
し
て
、
多
宝
十
方
の
諸
仏
、
及
び
守
護
の
諸
天
が
す
べ

て
雲
集
し
た
「
霊
山
会
上
」
に
お
い
て
、
説
か
れ
て
い
る
法
華
経
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
・

こ
の
た
め
「
法
華
経
に
申
し
あ
げ
」
る
こ
と
は
、
直
に
「
釈
迦
仏
し
る
し
ぬ
ら
ん
」
と
云
う
同
時
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
法
華
経
の
飢
を
資
け
る
者
は
同
時
に
釈
迦
仏
の
命
を
資
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
す
る
考
え
も
こ
こ
か
ら
発
す
る
も
の
と

云
え
よ
う
。
即
ち
、
先
き
の
『
妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
に
も
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
妙
法
蓮
華
経
の
「
妙
」
の
文
字
は
、
釈
迦
如
来
で
あ

り
、
「
仏
に
て
お
は
し
候
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
い
え
ば
、
「
釈
迦
仏
・
法
華
経
の
御
宝
前
」
と
云
う
の
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と
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
千
日
尼
御
返
事
』
で
は
こ
の
あ
と
に
次
の
よ
う
な
周
知
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
故
阿
仏
房
の
聖
霊
は
今
い
づ
く
に
か

を
は
す
ら
ん
と
人
は
疑
ふ
と
も
、
法
華
経
の
明
鏡
を
も
っ
て
其
の
影
を
う
か
べ
て
候
へ
ぱ
、
霊
鷲
山
の
山
の
中
に
多
宝
仏
の
宝
塔
の
内
に
、

（
認
）

東
む
き
に
を
は
す
と
日
蓮
は
見
ま
い
ら
せ
て
候
・
」
と
あ
り
、
此
の
事
は
「
そ
ら
ご
と
」
で
は
断
じ
て
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
阿

○
。
◎

◎
◎
Ｏ

仏
房
の
聖
霊
が
現
在
ど
こ
に
在
る
か
を
、
具
体
的
に
示
し
て
い
る
一
文
で
あ
る
。
「
霊
鷲
山
の
山
の
中
に
多
宝
仏
の
宝
塔
の
内
に
、
東
む
き

に
を
は
す
」
と
は
か
な
り
写
実
的
と
思
え
る
程
の
具
体
性
を
も
っ
た
表
現
で
あ
る
。
惟
う
に
阿
仏
房
の
息
子
で
あ
る
藤
九
郎
守
綱
は
「
去

年
（
弘
安
二
年
）
は
七
月
二
日
、
父
の
舎
利
を
頚
に
懸
け
、
一
千
里
の
山
海
を
経
て
甲
州
波
木
井
身
延
山
に
登
て
法
華
経
の
道
場
に
此
を

（
認
）

お
さ
め
、
今
年
は
又
七
月
一
日
身
延
山
に
登
て
慈
父
の
は
か
を
拝
見
す
。
」
と
あ
る
如
く
、
身
延
西
谷
の
御
草
庵
近
く
に
父
阿
仏
房
の
舎

利
を
埋
葬
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
は
法
華
経
の
道
場
で
あ
る
身
延
山
を
も
っ
て
、
「
天
竺
の
霊
山
此
処
に
来
れ
り
、
唐
土
の
天
台
山

ま
の
あ
た
（
勢
）

親
り
こ
こ
に
見
る
」
と
す
で
に
身
延
山
を
も
っ
て
霊
鷲
山
に
疑
し
て
お
ら
れ
る
。
「
霊
鷲
山
の
山
の
中
に
」
と
い
う
一
文
は
、
生
前
九
十

才
余
の
高
齢
を
も
っ
て
「
一
千
里
の
山
海
を
経
て
」
参
詣
し
て
来
た
阿
仏
房
に
し
て
承
れ
ば
、
こ
の
身
延
山
は
ま
さ
に
「
法
華
経
の
道
場
」

で
あ
り
、
本
朝
に
お
け
る
「
霊
鷲
山
の
山
の
中
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
も
の
と
云
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗
祖
は
そ
う
し
た
心
情
を
察
し
て
「
霊
鷲
山
の
山
の
中
に
多
宝
仏
の
宝
塔
の
内
に
」
と
女
房
へ
記
し
て
、
亡
き
夫
の

所
在
を
明
確
に
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
「
東
む
き
に
」
と
い
う
一
文
は
、
こ
れ
叉
西
谷
の
御
草
庵
跡
に
立
っ
て
、

実
際
に
阿
仏
房
日
得
上
人
の
墓
を
拝
す
る
と
、
現
在
で
も
東
む
き
に
建
立
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
推
し
て
、
恐
ら
く
そ
の
当
時
も
東
に
向
い

て
墓
が
建
て
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
体
、
庵
室
そ
の
も
の
が
東
向
き
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
庵
室
の
場
所
は
周
囲
が

す
べ
て
山
で
あ
り
、
前
に
流
れ
て
い
る
身
延
川
の
流
れ
に
従
っ
て
東
の
か
た
だ
け
が
開
け
て
い
る
地
形
で
あ
る
。
宗
祖
に
と
っ
て
東
の
か
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た
は
生
国
安
房
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
望
郷
の
念
は
一
と
し
お
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
『
光
日
房
御
書
』
に
は
「
さ
す
が
に
こ
ひ
し

（
調
）

く
て
、
吹
く
風
立
つ
く
も
ま
で
も
、
東
の
か
た
と
申
せ
ば
、
庵
を
い
で
て
身
に
ふ
れ
、
庭
に
立
ち
て
ゑ
る
な
り
。
」
と
云
う
心
境
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
東
の
か
た
だ
け
が
身
延
川
に
添
っ
て
展
け
、
あ
と
は
す
べ
て
山
に
囲
ま
れ
た
中
に
建
立
さ
れ
た
草
庵
も
、
阿
仏
房
の

墓
も
、
や
は
り
東
向
き
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
東
む
き
に
を
は
す
」
と
い
う
の
は
墓
そ
の
も
の
が
東

向
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
日
蓮
は
見
ま
い
ら
せ
て
候
」
と
い
う
表
現
が
こ
こ
に
来
て
、
「
そ
ら
ご
と
」
で
は
な

く
現
実
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
尚
、
「
多
宝
仏
の
宝
塔
の
内
に
」
と
あ
る
の
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
建レバ

治
二
年
の
『
阿
仏
房
御
書
』
中
に
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
と
な
う
る
も
の
は
、
我
身
宝
塔
に
し
て
、
我
身
又
多
宝
如
来
也
。
（
乃
至
）
然

（
錨
）

者
阿
仏
房
さ
な
が
ら
宝
塔
、
宝
塔
さ
な
が
ら
阿
仏
房
、
此
よ
り
外
の
才
覚
無
益
な
り
。
」
と
教
示
さ
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
見
る
時
、
全

く
一
致
し
た
表
現
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
更
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
伝
承
と
は
い
え
、
宗
祖
は
立
教
開
宗
の
折
り
、
旭
ヶ
森
に

（
訂
）

於
て
、
太
平
洋
の
彼
方
か
ら
暁
闇
を
破
っ
て
昇
っ
た
朝
日
に
向
い
、
題
目
を
唱
え
法
界
に
対
し
て
開
宗
を
宣
言
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

即
ち
東
方
に
向
っ
て
の
立
教
開
宗
で
あ
っ
た
。
た
だ
単
に
望
郷
の
念
の
み
で
東
方
を
選
ば
れ
た
の
で
な
い
事
は
、
こ
れ
で
も
わ
か
る
で
あ

次
に
こ
の
御
書
で
は
、
千
日
尼
に
宛
て
女
性
全
般
に
対
す
る
教
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

な
か
わ

「
を
と
こ
は
柱
の
ご
と
し
、
女
は
桁
の
ご
と
し
。
を
と
こ
は
足
の
ご
と
し
、
女
人
は
身
の
ご
と
し
。
を
と
こ
は
羽
の
ご
と
し
、
女
は

身
の
ご
と
し
。
羽
と
象
と
く
ち
く
ち
に
な
り
な
ば
、
な
に
を
も
ん
て
か
と
ぶ
べ
き
。
柱
た
う
れ
な
ぱ
桁
地
に
堕
ち
な
ん
。
家
に
を
と

（
記
）

こ
な
け
れ
ば
人
の
た
ま
し
ゐ
な
き
が
ご
と
し
。
」

宗
祖
は
婦
人
に
対
す
る
教
化
を
随
時
な
さ
れ
て
い
る
が
こ
の
一
文
も
男
・
女
特
に
婦
人
と
し
て
の
在
り
方
を
示
し
た
も
の
と
し
て
著
名
で

ろ
う
。
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あ
る
。
家
庭
に
お
け
る
女
性
の
立
場
が
自
ず
と
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
末
文
の
「
子
に
す
ぎ
た
る
財
な
し
財
な
し
」
と
い
う
一
文
と
共
に
、

銘
記
す
べ
き
も
の
と
い
え
る
。
尚
又
「
追
申
」
に
は
、
絹
染
の
袈
裟
を
送
っ
た
事
・
豊
後
房
に
学
行
精
進
す
る
よ
う
に
伝
え
て
ほ
し
い
こ

と
、
九
月
十
日
已
前
に
身
延
へ
来
る
よ
う
に
伝
言
し
て
ほ
し
い
こ
と
、
国
府
入
道
の
尼
御
前
の
事
、
丹
波
房
に
聖
教
を
つ
か
わ
す
べ
き
こ

と
、
山
伏
房
に
関
す
る
こ
と
な
ど
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
文
中
の
丹
波
房
は
墨
田
妙
福
寺
の
開
山
で
中
老
僧
の
一
人
で
あ
る
が
、
豊
後
房

と
山
伏
房
に
つ
い
て
は
つ
ま
び
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
宗
祖
の
門
下
と
し
て
此
の
頃
、
佐
渡
方
面
で
活
躍
し
て
い
た
人
材
で
る
と
考

え
ら
れ
る
。
宗
祖
は
こ
の
よ
う
に
門
弟
を
随
時
身
延
へ
呼
び
寄
せ
て
は
教
育
し
、
指
導
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
身
延
入
山
の
目

的
が
、
一
つ
に
は
門
下
の
教
育
に
あ
っ
た
と
言
う
事
を
実
証
す
る
一
文
と
も
云
え
よ
う
。

同
じ
七
月
の
二
日
に
、
上
野
殿
宛
の
御
返
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
真
跡
は
現
在
富
士
大
石
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
「
報
南
条
氏
書
」

〃

ヒ
シ
（
調
）

「
五
郎
書
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
先
ず
「
去
六
月
十
五
日
の
け
ん
さ
ん
悦
入
て
侯
」
と
あ
る
の
で
、
六
月
十
五
日
に
上
野
殿
が
身
延
を

訪
ね
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
文
意
は
熱
原
法
難
中
に
南
条
氏
が
勧
め
て
、
法
華
の
信
仰
に
入
っ
た
神
主
の
こ
と
が
表
沙
汰
と
な
り
、

神
主
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
た
者
を
囲
ま
っ
て
い
た
事
に
対
す
る
労
を
ね
ぎ
ら
い
つ
つ
、
蒙
古
の
来
襲
に
及
び
、
「
我
等
は
法
華
経
を
た
の
承

ま
い
ら
せ
て
候
へ
ぱ
」
さ
な
が
ら
国
王
の
一
人
の
太
子
の
ご
と
く
「
い
か
で
か
位
に
つ
か
ざ
ら
ん
」
と
結
ん
で
い
る
。
当
時
の
人
為
に
と

ク

っ
て
蒙
古
来
襲
の
こ
と
は
、
国
を
挙
げ
て
の
大
問
題
で
あ
り
、
「
ひ
つ
じ
の
虎
の
声
を
聞
が
ご
と
し
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
「
追
申
」
に
は
、
「
人
に
し
ら
せ
ず
し
て
、
ひ
そ
か
に
を
ほ
せ
侯
く
し
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
御
返
信
は
「
親
展
」
と
し
て
つ
か

わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

七
月
七
日
、
七
夕
の
日
を
迎
え
る
と
、
「
き
ご
め
（
生
米
）
の
俵
一
・
瓜
篭
一
・
根
芋
」
等
の
食
糧
品
が
西
谷
へ
届
け
ら
れ
て
い
る
。

（
㈹
）

届
け
た
主
に
つ
い
て
は
松
野
氏
か
叉
は
新
池
尼
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
礼
状
が
『
浄
蔵
浄
眼
御
消
息
』
と
し
て
三
宝
寺
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本
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
「
法
華
経
は
東
方
の
薬
師
仏
の
主
、
南
方
西
方
北
方
上
下
の
一
切
の
仏
の
主
也
。
釈
迦
仏
等
の
仏
の
法
華
経
の
文

（
側
）

字
を
敬
ひ
給
ふ
こ
と
は
、
民
の
王
を
恐
れ
、
星
の
月
を
敬
ふ
が
如
し
」
と
髪
で
は
専
ら
仏
よ
り
も
法
を
優
先
し
て
お
り
、
妙
荘
厳
王
品
の

ツ

あ
ら
は
プ

浄
蔵
・
浄
眼
の
例
を
引
き
、
更
に
「
く
ら
き
闇
に
月
の
出
る
が
如
く
、
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
、
月
と
露
れ
さ
せ
給
く
し
。
其
月
の
中
に
は

タ

ブ

釈
迦
仏
・
十
方
の
諸
仏
乃
至
前
に
立
せ
給
ひ
し
御
子
息
の
露
れ
さ
せ
給
く
し
と
思
召
せ
」
と
結
ん
で
い
る
。
従
っ
て
子
息
に
先
き
立
た
れ

た
親
が
、
そ
の
追
善
供
養
と
し
て
、
前
記
の
品
灸
を
届
け
て
来
た
こ
と
に
対
す
る
礼
状
と
承
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
め

さ
て
、
七
月
十
三
日
孟
蘭
盆
を
迎
え
た
西
谷
へ
、
「
蕊
牙
一
俵
・
や
い
ど
め
（
焼
米
）
・
う
り
・
な
す
び
等
」
の
品
々
が
届
け
ら
れ
た
。

京
都
妙
覚
寺
蔵
の
真
蹟
第
一
紙
端
書
に
は
供
養
の
品
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
別
に
上
包
の
紙
に
は
「
御
返
事
」
と
あ
っ
て
そ
の
下
に
「
ぢ

ぶ
ど
の
（
治
部
殿
）
の
う
ぱ
ご
ぜ
ん
の
か
へ
り
事
口
日
蓮
」
と
あ
る
。
治
部
殿
と
は
中
老
僧
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
治
部
公
日
位
の

こ
と
で
、
そ
の
祖
母
が
孟
蘭
盆
に
つ
い
て
の
供
餅
を
し
て
来
た
こ
と
の
御
返
事
で
も
あ
る
。
但
し
『
録
外
考
文
』
に
よ
れ
ば
「
建
治
三
年

七
月
十
二
日
賜
二
治
部
房
祖
母
一
乃
中
老
位
公
也
。
称
二
於
妙
位
尼
一
駿
州
惹
原
郡
人
。
後
建
二
等
覚
蒟
〕
と
あ
る
の
で
、
建
治
三
年
の
御
書

と
染
な
し
て
い
る
。
髪
で
は
、
『
境
妙
庵
目
録
』
の
説
、
及
び
真
蹟
の
花
押
の
形
態
等
か
ら
、
弘
安
三
年
説
を
と
る
『
昭
定
遺
文
』
に
し

し
よ
う

た
が
っ
た
。
「
豊
牙
」
と
あ
る
の
は
白
米
は
盛
の
牙
に
似
て
い
る
の
で
こ
う
し
た
文
字
が
使
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
蕊
は
鹿
の
一
種
と
い
わ

れ
て
い
る
。
目
連
尊
者
の
母
、
青
提
女
の
物
語
を
中
心
に
し
て
、
法
華
経
を
信
仰
す
る
者
は
、
無
量
生
の
父
母
を
成
仏
せ
し
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
治
部
房
の
こ
と
を
「
父
母
・
祖
父
・
祖
母
．
乃
至
七
代
の
末
ま
で
も
と
ぶ
ら
う
べ
き
僧
な
り
。
あ
わ
れ
い
ゑ
じ

こ

き
御
た
か
ら
は
も
た
せ
給
て
を
は
し
ま
す
女
人
か
な
。
彼
の
竜
女
は
珠
を
さ
さ
げ
て
仏
と
な
り
給
ふ
。
此
女
人
は
孫
を
法
華
経
の
行
者
と

ソ
（
鯛
）

な
し
て
承
ち
び
か
れ
さ
せ
給
く
し
。
」
と
結
ん
で
い
る
。
現
在
真
蹟
は
掛
幅
六
幅
で
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。

翌
十
四
日
に
は
、
『
妙
一
女
御
返
事
』
が
記
さ
れ
て
い
る
。
妙
一
女
に
つ
い
て
は
日
昭
の
縁
者
に
当
る
「
妙
一
尼
」
の
こ
と
で
あ
る
と
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五
、
弘
安
三
年
の
八
月

八
月
に
入
る
と
内
房
女
房
か
ら
、
九
日
が
父
の
百
箇
日
忌
に
当
る
の
で
追
善
供
養
の
御
布
施
料
十
貫
が
届
け
ら
れ
て
来
た
。
そ
の
御
返

事
が
十
四
日
付
で
書
か
れ
て
い
る
。
本
満
寺
に
写
本
が
遣
っ
て
い
る
が
、
静
岡
の
内
房
女
房
か
ら
来
た
手
紙
に
よ
る
と
、
法
華
経
一
部
、

特
に
方
便
寿
量
の
二
品
を
三
十
巻
、
自
我
偶
は
三
百
巻
、
唱
題
五
万
返
を
唱
え
奉
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
宗
祖
は
「
一

ル

た
ぐ
い
力
（
妬
）

返
二
返
唱
え
て
利
生
を
蒙
る
人
粗
こ
れ
有
歎
。
い
ま
だ
五
万
返
の
類
を
聞
ず
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
五
万
返
の
唱
題
と
は
安
易
な
こ
と
で

は
な
い
。
父
の
追
善
の
た
め
と
は
い
え
篤
信
の
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
廿
八
品
の
功
徳
は
こ
の
五
字
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

（
仰
）

述
べ
、
「
大
地
微
塵
の
一
切
経
は
妙
法
蓮
華
経
の
経
の
一
宇
の
所
従
也
。
」
と
説
き
、
更
に
「
五
字
は
悪
変
じ
て
善
と
な
る
」
こ
と
を
示

ル

し
、
「
さ
れ
ば
過
去
の
慈
父
尊
霊
は
存
生
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
し
か
ば
即
身
成
仏
の
人
也
。
石
変
じ
て
玉
と
成
が
如
し
」
と
記
し
、

シ

「
孝
養
の
至
極
と
申
候
也
。
」
と
唱
題
に
よ
る
追
善
供
養
を
讃
し
て
い
る
。
又
「
輪
陀
王
」
の
故
事
を
引
き
、
弘
法
・
慈
覚
・
智
証
等
が

法
華
経
を
第
二
第
三
或
は
戯
論
と
押
し
下
し
た
事
な
ど
を
挙
げ
て
、
此
の
邪
義
が
既
に
一
国
に
弘
ま
り
、
人
な
は
悪
道
に
落
ち
て
、
神
威

（
“
）

さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
別
人
で
あ
る
と
の
考
え
方
も
あ
り
、
詳
し
い
事
は
伝
っ
て
い
な
い
。
日
朝
の
写
本
が
伝
っ
て
い
る
が
、
内
容
は

即
身
成
仏
に
関
す
る
解
説
で
あ
っ
て
、
即
身
成
仏
を
説
く
天
台
と
真
言
の
二
宗
に
つ
き
、
そ
の
相
違
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
真
の

即
身
成
仏
は
法
華
経
に
か
ぎ
る
の
で
あ
っ
て
、
真
言
で
即
身
成
仏
を
説
く
の
は
、
有
名
無
実
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
ぶ

て
、
妙
一
女
は
宗
義
に
つ
い
て
も
深
い
関
心
を
も
っ
た
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
尚
、
十
月
五
日
に
も
『
妙
一
女
御
返
事
』
が

あ
り
、
こ
の
七
月
十
四
日
の
御
文
に
引
き
続
い
て
、
即
身
成
仏
に
関
す
る
論
説
が
象
ら
れ
る
。
『
啓
蒙
』
に
は
「
妙
一
女
ノ
事
健
抄
ニ
モ

（
絹
）

沙
汰
ナ
シ
、
（
乃
至
）
真
言
法
華
即
身
成
仏
ノ
違
目
ヲ
遊
セ
リ
イ
カ
サ
マ
智
慧
ア
ル
女
人
卜
見
タ
リ
云
云
」
と
あ
る
。
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守
護
も
な
き
状
態
で
あ
る
と
批
判
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
書
と
同
様
に
対
真
言
破
を
中
心
と
し
た
一
連
の
御
書
と
も
い
え
る
。

ひ
わ
か

こ
の
頃
、
富
士
の
上
野
に
在
る
南
条
家
で
は
、
男
子
が
誕
生
し
た
。
早
速
、
西
谷
へ
そ
の
知
ら
せ
が
届
き
、
宗
祖
は
「
日
若
御
前
」
と

（
銘
）

命
名
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
十
六
日
付
の
『
上
野
殿
御
返
事
』
に
よ
れ
ば
、
「
女
子
は
門
を
ひ
ら
く
、
男
子
は
家
を
つ
ぐ
」
と
い
う
言
葉

で
始
り
、
「
財
を
大
千
に
象
て
て
も
子
な
く
ぱ
誰
に
か
ゆ
づ
る
べ
き
」
と
述
べ
、
「
子
あ
る
人
を
長
者
」
と
云
い
「
子
な
き
人
を
貧
人
と

い
ふ
」
と
も
記
し
て
い
る
。
日
興
の
写
本
が
富
士
大
石
寺
に
あ
る
が
、
宗
祖
は
こ
う
し
て
信
徒
の
子
供
の
名
付
け
親
と
も
な
ら
れ
信
仰
上

の
事
柄
だ
け
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
広
い
方
面
に
渡
っ
て
も
、
信
徒
と
の
交
流
を
深
め
ら
れ
、
常
に
男
女
・
親
子
の
在
り
方
に
つ
い
て

も
教
示
さ
れ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
八
月
に
宗
祖
は
、
「
俗
日
重
」
に
対
し
て
曼
茶
羅
の
授
与
を
な
さ
れ
て
い
る
。
岡
宮
の
光
長
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
塁

茶
羅
以
後
の
讃
文
は
「
仏
滅
度
後
二
千
二
百
三
十
余
年
」
と
あ
っ
て
、
従
来
の
「
二
十
余
年
」
が
最
も
多
く
、
「
三
十
余
年
」
も
併
用
さ

（
約
〉

れ
て
い
た
の
に
比
べ
、
こ
れ
以
後
は
専
ら
「
三
十
余
年
」
と
変
っ
て
来
て
い
る
。
（
つ
づ
く
）

戸

註
一

へへへへへへへへへ

9 8 7 6 5 4 32 1
ｰ画一一一一一一一

『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
日
住
禅
門
御
返
事
一
七
四
三
頁

『
本
満
寺
御
醤
』
録
外
第
十
五
冊
一
四
九
頁

『
本
化
聖
典
大
辞
林
』
二
二
四
九
頁

『
本
満
寺
御
書
』
録
外
第
三
冊
二
四
頁

上
野
殿
御
返
事
（
昭
定
）
一
七
四
四
頁

「
法
華
経
・
釈
迦
仏
」
の
御
宝
前
と
云
う
用
例
が
多
い
。
一
五
九
二
頁
、
一
六
二
○
頁
、
一
七
二
一
頁
等
照
参
。

上
野
殿
御
返
事
（
昭
定
）
一
七
四
五
頁

富
城
入
道
殿
御
返
事
一
七
四
六
頁

『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
（
第
三
巻
）
に
よ
れ
ば
、
「
推
定
著
作
年
代
弘
安
三
年
四
月
十
日
、
弘
安
四
年
説
（
対
照
録
）
も
あ
る
」
（
三
三
五
）
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と
な
っ
て
い
る
。

（
、
）
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
史
伝
旧
記
部
二
九
○
頁

（
ｕ
）
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
巻
六
’
二
六
頁

但
し
、
文
永
十
一
年
四
月
と
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

（
辺
）
『
御
本
尊
集
目
録
』
（
山
中
喜
八
編
著
）
一
二
一
頁

（
過
）
同
二
二
四
頁

（
皿
）
同
．
一
二
六
頁

（
躯
）
『
本
化
別
当
仏
祖
統
紀
』
巻
二
五
’
一
頁

（
蝿
）
『
御
本
尊
集
目
録
』
一
三
一
頁

（
Ⅳ
）
妙
心
尼
御
前
御
返
事
一
七
四
七
頁

（
岨
）
『
日
蓮
辞
典
』
宮
崎
英
修
編
二
八
一
頁

（
四
）
妙
一
尼
御
前
御
返
事
一
七
四
九
頁
§

（
鋤
）
諸
経
与
法
華
経
難
易
事
一
七
五
一
頁

（
幻
）
新
田
殿
御
返
事
一
七
五
二
頁

（
理
）
堀
日
亨
師
は
「
新
田
殿
」
に
つ
い
て
、
新
田
四
郎
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
昭
定
一
七
五
二
頁
）

（
鰯
）
窪
尼
御
前
御
返
事
一
七
五
三
頁

（
型
）
大
田
殿
女
房
御
返
事
一
七
五
四
頁

（
蛎
）
真
跡
に
は
年
号
の
記
述
が
な
い
た
め
、
弘
安
三
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
縮
冊
遺
文
」
や
「
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
」
等
で
は
、
建
治

（
蛎
）
真
跡
に
は
年
号
の
記

元
年
説
を
と
っ
て
い
る
。

（
配
）
千
日
一

（
”
）
「
但

て
い
る
。

千
日
尼

（
記
）
開
目
抄

（
調
）
種
を
物
御
消
息

御
返
事

「
但
法
華
経
計
り
教
主
釈
尊
の
正
言
也
」

一
七
五
九
頁

（
開
目
抄
五
三
九
頁
）
と
あ
り
、
更
に
「
開
目
抄
」
（
五
五
二
頁
）
に
久
遠
実
成
の
意
義
が
説
示
さ
れ

五
三
九
頁

一
五
三
一
頁
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（
釦
）
芋
一
駄
御
書
一
五
五
○
頁

（
釦
）
四
条
金
吾
殿
御
返
事
一
六
六
五
頁

（
犯
）
千
日
尼
御
返
事
一
七
六
○
頁

（
認
）
同
一
七
六
五
頁

（
鋤
）
松
野
殿
女
房
御
返
事
一
六
五
一
頁

（
弱
）
光
日
房
御
書
二
五
六
頁

（
弱
）
阿
仏
房
御
謝
二
四
五
頁

（
”
）
『
日
蓮
聖
人
の
生
涯
』
（
塩
田
義
遜
著
）
六
六
頁
及
び
『
高
祖
年
譜
』
に
よ
れ
ば
「
登
二
山
慰
仰
二
赫
含
旭
旦
高
唱
二
経
王
首
題
一
」
（
七
）
と
あ

る
。
『
註
画
讃
』
巻
一
（
一
八
）
『
本
化
別
頭
高
祖
伝
』
（
上
’
二
三
）
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
卵
）
千
日
尼
御
返
事
一
七
六
二
頁

（
調
）
上
野
殿
御
返
事
一
七
六
六
頁

（
蛆
）
『
録
外
考
文
』
四
’
四
八
頁

（
虹
）
浄
蔵
浄
眼
御
消
息
一
七
六
八
頁

（
妃
）
『
録
外
考
文
』
五
’
七
二
頁

（
鯛
）
孟
闘
盆
御
寄
一
七
七
六
頁

ノ

ノ

（
“
）
『
本
化
別
頭
仏
祖
統
紀
』
に
よ
れ
ば
「
妙
一
優
婆
夷
者
玉
沢
昭
尊
者
姉
池
上
朗
尊
者
母
也
」
（
廿
五
’
一
）
と
あ
る
の
を
始
め
と
し
て
、
妙
一
女

は
富
木
常
忍
の
娘
で
南
条
七
郎
五
郎
に
嫁
し
、
妙
一
尼
は
下
総
国
印
東
治
郎
左
衛
門
祐
照
の
妻
室
で
日
昭
の
母
で
あ
る
と
す
る
二
人
説
（
門
葉
縁
起
）

及
び
、
妙
一
に
つ
い
て
①
日
昭
の
母
と
し
て
の
妙
一
、
②
乙
御
前
妙
一
尼
、
③
松
野
女
房
と
し
て
の
妙
一
尼
の
三
人
説
（
境
妙
目
録
）
を
と
る
も
の

〈

も
あ
り
、
一
定
し
て
い
な
い
。
『
高
祖
年
譜
孜
異
』
に
は
、
『
統
紀
』
の
説
を
疑
い
、
更
に
旧
記
の
諸
説
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
妙
一
尼
の
「
夫
文

二
ノ

永
中
為
し
法
隈
し
命
人
歎
」
（
中
’
二
九
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
妬
）
『
録
内
啓
蒙
』
二
九
’
七
四

（
妬
）
内
房
女
房
御
返
事
一
七
八
四
頁

（
“
）
同
一
七
八
六
頁

（
網
）
上
野
殿
御
返
事
一
七
九
一
頁

（
⑬
）
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
』
第
十
巻
本
尊
集
解
説
三
○
頁

（33）


